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第１ 利用に当たって

この冊子は、労働委員会が、「どのような権限によって、どのような機能

を持ち、どのように運営されているか」、また、鹿児島県労働委員会を利用

される方が、「どのような手続をすればよいか」などについて、できるだけ

平易に解説したものです。

皆様が労働委員会を理解される一助になれば幸いです。

◎ 相談には、 お気軽にお越しください。

労働委員会は、簡易・迅速な方法で労働者と使用者の争いの解決をお手伝

いできる機関ですから、労働争議及び不当労働行為、個別労働関係紛争など

に関する問題について、遠慮なく御相談ください。

また、労働問題については、県雇用労政課、各地域振興局・各支庁の総務

企画課でも相談に応じていますので、御利用ください。

（連絡先は、資料「関係機関一覧表」(66頁)を参照してください。）

◎ 相談された内容についての秘密は、 厳守します。

労働委員会の委員や事務局職員が職務上知り得た労・使の秘密は、労働組

合法によって外に漏らすことを禁止されていますので、秘密は固く守られま

す。

◎ 相談や手続などの費用は、 一切無料です。

労働委員会の仕事は、全て県の費用で賄われていますので、相談や手続の

費用は無料です。
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第２ 労働委員会のあらまし

１ 労働委員会制度

 労働委員会の沿革

労働委員会は、労働関係の公正な調整等を図るため、労働組合法に基づ

き設置された行政機関（行政委員会）です。

労・使の間に起こった紛争は、当事者が自主的に解決するのが原則であ

り、それが望ましいことですが、労・使の紛争は、互いに利害が相反する

うえに、いつも対等の立場を保っていくことは難しく、法律や理論のみで

は解決できないものもあります。

このような場合、公平な第三者の意見や判断を聞くことによって、紛争

の解決を早め、労・使の間にしこりを残さないで、より良い結果を生むた

めの機関が必要になってきます。

また、法律で禁止する不当労働行為が、使用者にあるかどうかを公正に

判断して、不当労働行為の事実があるときは、簡易・迅速に労働者を救済

できるような機関を設けることが必要になってきます。

これらの必要性から生まれたのが、労働委員会制度です。

 労働委員会の種類

労働委員会には、国に中央労働委員会（中労委）が、各都道府県に都道

府県労働委員会（都道府県労委）があります。

中央労働委員会・都道府県労働委員会ともに仕事の内容（労働争議の調

整、不当労働行為の審査、労働組合の資格審査など）に変わりはなく、そ

れぞれが独立した対等の行政機関です。

中央労働委員会が、行政執行法人等職員の労働関係に係る事件、二つ以

上の都道府県にわたる事件や、全国的に重要な事件を取り扱い、また、都

道府県労働委員会が行った不当労働行為の判定と労働組合の資格審査に不

服があった場合の再審査をするのに対し、都道府県労働委員会は、その都

道府県に起こった事件を取り扱うのが特色です。

なお、多くの都道府県労働委員会では、個別労働関係紛争のあっせんも

行っています。



- 3 -

２ 労働委員会の性格

労働委員会が一般の行政機関と違う点は、行政委員会であることから、大

臣や知事を頂点とする指揮命令系統の外にあって、独立して仕事ができるこ

とです。

委員の任命や事務局職員の任命は、大臣や知事が行いますが、仕事は全て

て委員会に任されており、外部からなんら制約を受けることなく公平に行わ

れます。

３ 労働委員会のしくみ

公 益 代 表 使 用 者 代 表 労 働 者 代 表

使用者委員・労働者委 使用者団体の推薦 労働組合の推薦

員の同意を得て任命

公 益 委 員 使 用 者 委 員 労 働 者 委 員

事
労 働 委 員 会

務

局

・あっせん・調停などの労働争議の調整

・不当労働行為などの審査

・個別労働関係紛争のあっせん
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 委員の構成

労働委員会は、労働者の代表者（労働者委員）、使用者の代表者（使用

者委員）、公益の代表者（公益委員）の、それぞれ同数の三者で構成され

ています。

これらの委員のうち、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、使用者

委員は使用者団体の推薦に基づいて、公益委員は労・使委員の同意を得て

知事が任命します。（中労委は、労・使委員の同意を得て作成した委員候

補者名簿記載の者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命し

ます。)

労・使委員は、単なる利益代表者ではなく、それぞれの側の事情を正し

く労働委員会に反映する立場にあり、また、公益委員は、学識経験者など

から選ばれ、公平な第三者の性格を持つものです。

当委員会は、公・労・使各側５人計15人の委員で構成されており、委員

は非常勤で任期は２年です。

会長と会長代理は、委員の互選によって公益委員の中から選ばれます。

 事務局

労働委員会には、事務を整理するために事務局が設置され、知事（中労

委は厚生労働大臣）から任命された職員が配置されています。（任命につ

いては、会長の同意が必要です。）

職員は、会長の指揮を受けて委員会の事務を処理します。

当委員会の事務局の構成は次のとおりです。

・人事、予算、決算、庶務一般

・総会の招集・議事録作成

総 務 係 ・あっせん員候補者の委嘱・解任

・個別労働関係紛争のあっせん

事 総 ・労働争議のあっせん・調停・仲裁

務 務 ・不当労働行為の審査

局 課 ・労働組合の資格審査

・労働協約の地域的拡張適用の決議

・地方公営企業等の労働関係に関する

審査調整担当 法律第５条第２項の規定による非組

合員の範囲の認定告示

・公益事業の争議行為予告通知の受理

・労働争議の実情調査

・争議行為の発生届出の受理

・個別労働関係紛争のあっせん

・公益委員会議の招集
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４ 労働委員会の運営

労働委員会の業務の運営は、労働組合法、労働関係調整法及びその他の関

係法令・規則などに基づいて行われており、そのあらましは、次のとおりで

す。

 労働委員会の機能

労働委員会の機能は、大別して、次の二つに分かれています。

その一つは、労・使の間に入って紛争を解決に導く調整的機能であり、

もう一つは、労・使の間の主として不当労働行為問題を解決するための判

定的機能です。

調整的機能が発揮される場として、労働争議のあっせん・調停・仲裁の

ほか個別労働関係紛争のあっせんがあります。また、判定的機能の場とし

ては、不当労働行為の審査、労働組合の資格審査などがあります。

これらの仕事の内容と進め方については、「第３ 労働委員会のしごと」

で具体的に述べることとします。（７頁以下を参照）

なお、労・使間の法律問題を解決するには、裁判所の利用も考えられま

すが、裁判による場合は、問題を権利・義務があるかないかという観点か

ら白黒を付けることになります。

労働委員会の場合は、労使関係の安定を第一義として、将来に禍根を残

さない方法で当たります。これが、労働委員会の判定的機能の特色です。

 労働委員会の会議

労働委員会が民主性を発揮できるのは、三者構成による会議を開いて仕

事を進めていくからです。

会議の主なものには、委員全員で行う総会と公益委員だけで行う公益委

員会議があり、いずれも合議制をとっています。

総会は、委員会の業務の基本的な事項の協議・検討・取扱事件の報告・

その他連絡などを行い、委員会としての方針を決定し、それを具体的に進

めることを諮ります。

公益委員会議は、不当労働行為の判定及び命令の決定、労働組合の資格

の決定、地方公共団体が経営する企業における労働組合に加入することが

できない職員（使用者の利益代表者とみなされる企業体職員）の範囲の認

定・告示などの事項を付議します。
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なお、当委員会では、総会は原則として毎月第２、第４火曜日に開かれ、

臨時総会、公益委員会議は必要に応じて開かれます。



- 7 -

第３ 労働委員会のしごと

労働委員会の行う主な仕事には、次のようなものがあります。

○ 労働争議の調整（あっせん・調停・仲裁）

○ 不当労働行為の審査

○ 労働組合の資格審査

○ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項による非組合

員の範囲の認定・告示

○ 労働協約の地域的拡張適用の決議

○ 争議行為の予告通知と発生届の受理及び労働争議の実情調査

○ 個別労働関係紛争のあっせん

１ 労働争議の調整（集団的労使関係紛争）

 労働委員会の行う調整

労・使の紛争は、当事者の間で自主的に、いわば納得し合った形で解決

するのが最も望ましいことです。労働関係調整法も「労働争議が発生した

ときは、誠意をもって自主的にこれを解決するように、特に努力しなけれ

ばならない。」と規定しています。

しかし、時と場合によっては自主的解決が困難になったり、不可能なこ

とがあります。このような場合に、労働委員会が公正・中立な機関として

労・使の間に入り、相互の主張を調整し、争議解決のための援助を行いま

す。

そのために、労働関係調整法に、自主的調整の原則を軸として、労働委

員会の行う調整の方法が規定されています。

したがって、労働委員会の行う調整は、当事者の歩み寄りによって争議

を解決に導くのが原則で、強制的なものではありません。

なお、労働委員会の職権による調整がありますが、これは、労働委員会

が公益上の見地から争議を迅速に解決するために行うものであり、解決の

時期や内容は基本的に当事者の意思に任せられています。

 調整事項

労・使間に生じた紛争は、ほとんど調整の対象となりますが、原則とし
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て争議の内容が当事者間で解決しうる労働条件の維持改善とか、労働者の

地位向上を目的としたものでなければなりません。

主な調整事項を示すと次のようなものです。

賃金等に関する事項

賃金増額、一時金、諸手当、退職一時金・年金、解雇・休業手当など

賃金等以外の労働条件に関する事項

労働時間、休日・休暇、作業方法の変更、定年制など

経営又は人事に関する事項

事業休廃止、企業合併・事業譲渡、人員整理、配置転換、解雇など

組合承認・組合活動等に関する事項

組合の不承認、組合の結成・運営への介入など

労働協約締結及び改定

一部組合のみとの労働協約締結など

団交促進

団交拒否、不誠実団交など

 調整の方法

労働委員会が行う調整の方法は、あっせん・調停・仲裁の三つに分かれ

ており、当事者は、これらのうちのいずれの方法でも選ぶことができます

が、ほとんどの場合、あっせんの方法が利用されています。

それぞれの調整方法の特徴は、次のとおりです。
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あっせん、調停、仲裁の特徴

区 分 担 当 者 開 始 活 動

あっせん員 １ 労・使双方の申請 ○団体交渉の取り持

原則として、公 ２ 労・使いずれか一 ちや主張のとりな

あっせん ・労・使各側か 方の申請 しなど

ら１人ずつの三 ３ 会長職権 ○あっせん案を提示

者構成 することもある。

調停委員会 １ 労・使双方の申請 ○調停案を提示して

公益委員 ２ 労・使いずれか一 労・使双方に受諾

労働者委員 同 方の申請 を勧告する。

調 停 使用者委員 数 労働協約に定めがある場合 ○調停案を受諾する

公益事業の場合 かどうかは、自由

３ 委員会職権又は知 で法的に拘束され

事の請求 ない。

仲裁委員会 １ 労・使双方の申請 ○仲裁裁定を出す。

公益委員３人 ２ 労・使いずれか一 ○当事者は、この裁

労・使委員は意 方の申請 定に従わなければ

仲 裁 見を述べること 労働協約に定 ならず、その効力

ができる。 めがある場合 は労働協約と同一

３ 委員会職権又は知 である。

事の請求（地方公営

企業等）

 あっせん

ア あっせんの意義

あっせんは、あっせん員が当事者である労・使双方の主張を確かめ、

対立点を明らかにしながら、労・使間の話し合いを取り持ち、あるいは

主張をとりなし、争議を解決に導く方法です。
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あっせんを担当する者を、あっせん員といい、あっせん員は、あっせ

ん員候補者の中から会長が指名します。

あっせん員候補者は、学識経験者で、労働争議の解決に援助を与える

ことができる者について、労働委員会が労働委員会委員のほか、適任者

をあらかじめ委嘱することができます。

イ あっせんの手順

申 請

①労・使双方の申請 会 長 職 権

②労・使いずれか一方の申請

あ っ せ ん 員 指 名 （会 長）

あ っ せ ん 活 動

相手方があっせん 労・使双方への 団体交渉の取り持ち

に応ずるかどうかの意 事前調査と事情聴取 主張のとりなし

向打診(一方申請の場合)

○あっせん案の提示

○あっせん員意見提示

(相手方が応じない場合)

打切り 解 決 取下げ
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 あっせん申請の時期

あっせんに持ち込まれる場合の労・使の事情については千差万別で

すが、自主解決による交渉が行き詰まり、いよいよ実力行使しか手段

がなくなったとき、あっせんに持ち込むことが良いのではないかと考

えられます。争議行為のあらゆる手段が尽くされてからという見方も

ありますが、実力行使は、あくまでも最後の手段として、その前に労

働委員会に持ち込むことが適切だと考えられます。

 あっせんの開始

ａ あっせんの申請

(a) あっせんは、通常、あっせん申請書の提出によって開始されます。

(b) 申請は、当事者である労・使の双方からでも、また、一方からで

もできます。

なお、個々の労働者と使用者との間の紛争は、個別労働関係紛争

のあっせん申請になります。(61頁～65頁参照)

(c) 申請は、次の事項を記載し、申請者が氏名又は名称を記載した申

請書を当委員会へ提出して行うことになっています。

○ 申請年月日

○ 申請者氏名

（労働組合又は使用者の名称及び代表者の役職・氏名）

○ 当事者名

（使用者の所在地、名称、代表者の役職・氏名、資本金、従

業員数）

（組合の所在地、名称、代表者の役職・氏名、組合結成年月

日、組合員数、加入上部団体）

○ 事業の種類

○ 関係事業所名及びその所在地

○ 調整事項（あっせん事項）

○ 申請に至るまでの交渉経過

○ 争議行為の概況

○ 労働協約の関係条項

なお、記載要領は、「ウ あっせん申請書様式と記載例（14頁～

15頁）」を参照してください。
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(d) 申請書が提出されても、争議の実情があっせんに適さないと認め

られるときは、あっせんを行わないこともあります。このような懸

念があるときは、申請書を提出する前に、あらかじめ当委員会事務

局に御相談ください。

ｂ あっせん員の指名

あっせん申請がなされて、あっせんをすることを適当と認めたとき

は、会長は、あっせん員候補者の中から、あっせん員を指名します。

あっせん員の数は特に定められていませんが、当委員会では、あっ

せんが効果的に行われるように、通常公・労・使各側１人の三者構成

で行っています。

(ｳ) あっせん活動

あっせんの進め方は、特に定められていませんが、通常は次の順序

で行われます。

ａ 事前調査

事務局の担当職員が当事者から争議の経過、当事者の事情及び主張

の要点等を聞いて整理し、あっせん員に報告します。

なお、その際必要な資料の提出を求めることがあります。

また、申請が労・使いずれか一方からの場合には、相手方があっせ

んに応じるかどうかについての意向を確認します。

ｂ 事情聴取

あっせんの場においては、あっせん員は、当事者から事情を聞き取

り、主張の要点を確かめ、対立点を明らかにして、争議の争点がどこ

にあるかを調べます。

ｃ 団体交渉の取り持ち・主張のとりなし（個別折衝）

あっせん員は当事者の主張をとりなして、歩み寄りを勧め、対立を

ときほぐして解決に至るように努力します。

また、団体交渉が十分でなく、交渉の余地が残っているとみられる

ときは、更に団体交渉を続けるよう勧めます。

ｄ あっせん案の提示

あっせん員は、場合によっては、当事者双方に「あっせん案」を示

し、これを受諾して争議を解決するかどうか検討を求めることがあり

ます。
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これは、調停の方法によく似ていますが、調停案が、「この案によ

って争議を解決してはどうか。」と受諾を勧める形で示される（労働

関係調整法第26条）のに対し、あっせん案は、「この案を参考にして

争議を自主的に解決してはどうか。」という形で示されるところが違

います。

あっせん案が示された場合でも、労・使とも、これを受諾しなけれ

ばならない義務はありません。したがって、一方が受諾しても、他方

が受諾しない限り、あっせんがまとまらないことになります。しかし、

実際には、両当事者があっせん案を受諾し、解決する例が多く見られ

ます。

ｅ あっせん員の勧告・要望

あっせん員は、当事者双方に団体交渉を十分行うなどを内容とする

勧告等をすることがあります。これは、当事者双方とも争議を直ちに

解決する気構えが十分でなく、あっせん案を示すほど機が熟していな

い場合に、その後の団体交渉の目安とするために行われます。

(ｴ) あっせんの取下げと打切り

労・使の意見、主張の隔たりが大きくどうしても歩み寄りがみられ

ず、あっせんを継続しても解決の見込みがないときや、当事者の一方

があっせんに応じないときは、あっせんを打ち切るか当事者が申請を

取り下げることになります。なお、申請後、自主交渉で解決するなど

あっせんの必要がなくなったときは、いつでも申請の取下げができま

す。

(ｵ) 職権あっせん

あっせんは、当事者からの申請がない場合でも、会長の判断によっ

て開始されることがあります。

職権あっせんは、病院、バス事業などの争議のように、人命や社会

に大きな影響を与える場合、又は異常に激しい対立状態が続き一般的

に早期解決が望まれるような場合などに行われます。その進め方は、

当事者の申請によらないであっせんが開始される点を除いては、通常

のあっせんの場合となんら変わりありません。

なお、当委員会では、過去にバス事業などの争議で職権あっせんに

入った例があります。
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ウ あっせん申請書様式と記載例

令和○年○月○○日

鹿児島県労働委員会

会長 殿

名 称 ○○労働組合
申請者

代表者職氏名 執行委員長 ○○○○

申 請 書

労働関係調整法第１２条に基づき、下記によりあっせんを申請します。

記

所在地 鹿児島市○○町○○番地（〒892－○○○○）

使 会社名 ○○株式会社 電話（099）212－○○○○

１ 用 代表者職氏名 代表取締役社長 ○○○○

者 資本金 8,000万円

当 従業員数 １１５名

所在地 鹿児島市○○町○○番地（〒892－○○○○）

事 労 組合名 ○○労働組合 電話（099）212－○○○○

働 代表者職氏名 執行委員長 ○○○○

者 組 組合結成年月日 平成５年５月５日

合 組合員数 １０１名

加入上部団体 全国○○労働組合

２ 事業の種類 機械製造業

３ 関係事業所名及びその所在地

○○株式会社 ○○工場 ○○市○○町○○番地

４ 調整事項 賃金引き上げ

５ 申請に至るまでの交渉経過（別紙）

６ 争議行為を伴っている場合は、その概況

○月○○日２４時間スト

７ 労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合、当該協約

の関係条項

労働協約 第９９条

団体交渉により協議不成立となった場合、会社組合双方いずれかの申

請により、労働委員会にあっせん、調停又は仲裁を依頼することができ

る。

８ その他参考事項
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申請に至るまでの交渉経過 （別 紙）

３月１日 組合は、賃金一律10,000円引き上げを要求し、３月３日団体交渉

を行うことを申し入れた。

３月３日 組合三役と会社側３人による第１回団交が行われ、組合要求の趣

旨の説明に対し、会社側から一律4,500円引き上げの回答がなされ

た。組合は、不満としてこれを拒否した。

３月８日 第２回団交が行われたが、進展がなかった。

３月11日 第３回団交において、会社側から一律5,000円引き上げの回答が

なされたが、組合はさらに引き上げを要求した。

３月15日 第４回団交が行われたが、進展がなかった。

３月20日 第５回団交において、交渉が決裂した。

（注）１ 申請書用紙は、事務局に用意してありますので、これにより記入

してください。また、県のホームページからもダウンロードできま

す（巻末のホームページアドレス参照）。

２ この様式は、調停及び仲裁の申請の場合にも使用しますが、下記

の点に留意してください。

(1) 調停申請の場合

「事業の種類」に公益事業を含むときは、その種別を記入して

ください。

(2) 仲裁申請の場合

仲裁委員に関し、当事者が合意により選定した者がある場合は、

その氏名を「その他参考事項」に記入してください。
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 調 停

ア 調停の意義

調停は、調停委員会が当事者である労・使双方の意見を聞き取った上

で、調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって、争議を解

決に導く方法です。

イ 調停の手順

職 権 当事者申請 知事請求

（委員会決議） (双方又は一方）

労 働 委 員 会

調 停 委 員 会 の 設 置 会長の調停委員指名

○ 事 前 調 査

○ 意 見 の 聴 取

○ 主 張 の 整 理

調停 継続不能

調 停 案 の 作 成 ・ 提 示

双方受諾 双方又は

一方拒否 打 切 り 取 下 げ

解 決 不 調
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(ｱ) 調停の開始

ａ 調停の申請

調停は、通常、次の場合に開始されます（任意調停）が、このほか

に労働委員会の職権などによって開始される場合（職権調停）もあり

ます。

(a) 当事者双方から調停申請書の提出があったとき

(b) 当事者の一方から調停申請書の提出があったとき（労働協約に調

停によって争議を解決する旨の定めがあるとき、又は公益事業の場

合）

ｂ 調停委員会の設置

調停委員会は、会長が指名した、公・労・使の調停委員で構成され

ます。調停委員の数は、制限はありませんが、労・使委員は同数とす

ることになっています。

(ｲ) 調停活動

ａ 意見の聴取

調停委員会は、当事者双方の出席を求め、その意見を聞き取ります。

ｂ 調停案の作成

調停委員会は、当事者などから意見を聞き取って得た結論に基づい

て、調停案を作成します。

ｃ 調停案の提示

調停案が作成されると、調停委員会はこれを当事者に示して、10日

以内の期限を付けて、その受諾を勧めます。当事者双方とも、調停案

を受諾しなければならない義務はありませんが、十分にこれを検討し

て、争議を収拾する努力をすることが必要です。

そして、調停委員会は、当事者から調停案を受諾するかどうかの回

答を受けます。調停案が受諾されると、争議は解決します。しかし、

双方又は一方が拒否すれば、調停は不調となります。

ｄ 調停案の受諾以後

当事者双方が調停案を受諾した後に、調停案の解釈や履行について

意見が一致しなかった場合には、当事者の双方又は一方は調停委員会

にその見解を明らかにするよう申請しなければなりません。

このような場合、調停委員会は、申請のあった日から15日以内に見
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解を示すことになっています。

なお、当事者は、調停委員会から見解が示されるか、15日の期間が

過ぎるまでは、調停案の解釈や履行に関して争議行為はできません。

(ｳ) 調停の終結

ａ 取下げ

調停申請があった場合でも、労働委員会が、関係当事者において自

主的解決についての努力が極めて不十分であり、なお交渉の余地があ

ると認めたときは、一応申請を取り下げて交渉を続行するよう勧告す

ることがあります。

また、調停が開始された後でも、当事者の合意があれば、調停事項

の全部又は一部について申請を取り下げることができます。

ｂ 打切り

調停委員会は、場合によっては、その理由を明示して調停を打ち切

ることがあります。

(ｴ) 職権調停など

当事者の申請によって開始する調停（任意調停）のほか、次の場合

には、労働委員会の職権などによって調停を開始します。

ａ 地方公営企業等の事件について、当事者の一方から調停の申請が行

われ、労働委員会が調停の必要があると決議したとき

ｂ 公益事業、地方公営企業等の事件について、労働委員会が職権に基

づいて調停を行う必要があると決議したとき

ｃ 知事から労働委員会に対し、次の事件について、調停の請求があっ

たとき

(a) 公益事業の事件

(b) 事件の規模が大きいため、あるいは、特別な性質の事業であるた

めに、公益に著しい障害を及ぼす事件

(c) 地方公営企業等の事件

ウ 調停申請書様式

調停申請書の様式は、あっせんの場合と同じです。（調停申請の場合

は、労働関係調整法第18条又は地方公営企業等の労働関係に関する法律

第14条により申請することになります。）
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 仲 裁

ア 仲裁の意義

仲裁は、当事者である労・使双方が、争議の解決を仲裁委員会に任せ、

必ずその判断（仲裁裁定）に従って、争議を解決する方法です。

イ 仲裁の手順

職 権 当事者申請 知事請求

（委員会決議） （双方）

労 働 委 員 会

仲裁委員会の設置 会長の仲裁委員指名

○ 事 前 調 査

○ 意 見 の 聴 取 労・使委員

○ 審 議 の意見陳述

仲裁裁定書の交付

解 決 打 切 り 取 下 げ
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(ｱ) 仲裁の開始

ａ 仲裁の申請

仲裁は、次の場合に開始されます。なお、地方公営企業等の場合を

除いては、労働委員会の職権などによって仲裁が開始されることはあ

りません。

(a) 当事者双方からの仲裁申請書の提出があったとき

(b) 当事者の一方からの仲裁申請書の提出があったとき（労働協約に

仲裁の申請をしなければならない旨の定めがある場合）

ｂ 仲裁委員会の設置

仲裁は、仲裁委員会によって行われます。仲裁委員会は、仲裁委員

３人で構成されます。

仲裁委員は、当事者が合意によって、公益委員の中から選んだ者を

会長が指名します。ただし、当事者が仲裁委員を選ばなかったとき、

又は合意に達することができなかったときは、会長が当事者の意見を

聞いて公益委員の中から選びます。

また、労・使委員は仲裁委員になることはできませんが、当事者の

それぞれの指名を受け仲裁委員会の同意があれば、会議に出席して意

見を述べることができます。

(ｲ) 仲裁活動

ａ 意見の聴取

仲裁委員会は、仲裁の開始に当たって、当事者に仲裁の趣旨を徹底

させた上で、当事者及び参考人から、主張や意見を聞き取り、資料が

あれば提出を求め事実を調査します。また、労・使を代表する委員か

ら、その意見を聞くこともできます。

ｂ 仲裁裁定書の作成

仲裁委員会は、意見の聴取が終わると仲裁裁定を書面に作成します。

ｃ 仲裁裁定の効力

仲裁裁定書が作成されると、仲裁委員会はこれを当事者に交付しま

す。

仲裁裁定書は、それに記された効力発生の日から、労働協約と同じ

効力をもち当事者を拘束しますので、あっせんや調停とは根本的に違

います。
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したがって、当事者は、その内容に不服や異議を申し出ることはで

きず、争議は仲裁裁定によって解決することになります。

(ｳ) 仲裁の終結

ａ 取下げ

仲裁が開始された後でも、当事者双方の合意があれば、仲裁事項の

全部又は一部について、申請を取り下げることができます。

ｂ 打切り

仲裁委員会は、場合によっては、その理由を明示して仲裁を打ち切

ることがあります。

(ｴ) 職権仲裁など

当事者の申請によって開始する仲裁のほか、地方公営企業等で、次

の場合には労働委員会の職権などによって仲裁を開始します。

ａ 労働委員会があっせん又は調停を行っている事件について、仲裁を

行う必要があると決議したとき

ｂ 労働委員会があっせん又は調停を開始してから２月を経過して、な

お事件が解決しない場合において、当事者の一方から仲裁の申請があ

ったとき

ｃ 知事から労働委員会に対し、仲裁の請求があったとき

ウ 仲裁申請書様式

仲裁申請書の様式は、あっせんの場合と同じです。（仲裁申請の場合

は、労働関係調整法第30条又は地方公営企業等の労働関係に関する法律

第15条の規定により申請することになります。）
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 争議行為の予告通知と発生の届出

ア 争議行為の予告通知（労働関係調整法第37条）

労働関係調整法第８条で定められた公益事業（運輸、郵便、信書便、

電気通信、水道、電気、ガス、医療、公衆衛生事業）において争議行為

を行う場合は、当事者である労働組合又は使用者は、争議行為を行う10

日前（予告通知が到着した日と争議行為を行う日は算入しません。）ま

でに、当委員会及び知事（県雇用労政課、各地域振興局・各支庁の総務

企画課）に、書面によってその旨を通知しなければなりません。

これは、公益事業における争議行為が、単に関係当事者だけでなく、

公衆の日常生活に与える影響が大きいことから、争議行為によって不測

の損失を被らせることのないようにするために行うものです。

この予告通知を怠り争議を行うと、争議行為の責任者は処罰されるこ

ともあります。

争議行為予告通知書の記載事項は、次のとおりです。

○ 通知者の名称・事務所所在地・代表者職氏名・電話番号

○ 争議行為の目的

○ 争議行為の日時

○ 争議行為の場所

○ 争議行為の概要

記載要領は、「ウ 争議行為予告通知書様式と記載例（24頁）」を参

照してください。

なお、争議行為の行われる場所が二つ以上の都道府県にわたるもので

ある場合は、争議行為の予告通知は、中央労働委員会及び厚生労働大臣

にしなければなりません。その際は、都道府県労働委員会及び知事を経

由して行うことができます。

イ 争議行為発生の届出（労働関係調整法第９条）

争議行為（公益事業に限らず）が発生したときは、争議行為を行った

労働組合あるいは使用者は、直ちにその旨を当委員会又は知事（県雇用

労政課、各地域振興局・各支庁の総務企画課）に届け出なければならな

いことになっています。

これは、労働委員会や知事が争議行為に関する情勢を的確に把握でき

るようにするためであり、争議行為の当事者に対し、誠実にこの義務を
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履行することを求めているものです。

届出は、次の事項を口頭又は電話など適宜な方法でしてくだされば結

構です。

○ 争議行為発生年月日

○ 当事者名

○ 事業の種類

○ 争議行為発生の事業所及び所在地

○ 参加人員

○ 争議行為の種類

なお、届出は労働関係調整法第９条の規定により義務付けられていま

す。
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ウ 争議行為予告通知書様式と記載例

令和○年○月○日

鹿児島県労働委員会

会長 殿

所 在 地 鹿児島市○○○丁目△－△

（電話×××－××××）

通 知 者 名 称 ○○労働組合

代表者職氏名 執行委員長 ○○○○

争 議 行 為 予 告 通 知 書

労働関係調整法第３７条の規定により下記のとおり通知します。

記

１ 争議行為の目的

 年末一時金

 定年延長

２ 争議行為の日時

令和○年○月○○日午前０時以降、問題の完全解決の日まで

３ 争議行為の場所

○○株式会社の経営する事務全般、荷扱・集配業務及び路線、これ

に関するその他の職場（鹿児島市、川内市、鹿屋市）

４ 争議行為の概要

上記記載の場所において、全体的又は部分的にあるいは継続的に事

務作業の停止をはじめ、あらゆる形の争議行為を行う。（指名、部

分、全面ストライキ）

（注）

１ 目的については、内容を具体的に記入してください。

２ 日時については、上記記載例のとおり、あるいは「何月何日何時から

何月何日何時まで何時間」のように記入してください。

３ 場所については、争議行為を行うところを全て記入してください。

４ 概要については、同盟罷業か、怠業か、その種類と、どの程度の規模

かを記入してください。（なお、団交経過、組合員数、基準賃金、前年

同期の妥結条件（額）等について、実情をお聞きします。）
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２ 不当労働行為の審査

 不当労働行為制度の概要

不当労働行為とは、憲法で保障されている労働者の基本的な権利である

団結権、団体交渉権及び団体行動権を使用者が侵害する行為をいいます。

労働組合法第７条は、28頁に掲げる行為を不当労働行為として禁止して

います。

使用者がこれに違反したと思われる場合には、労働者や労働組合は労働

委員会に不当労働行為救済申立てをすることができます。

労働委員会は申立内容を審査し、その事実があると認めたときは、使用

者に対して、不当労働行為によって生じた状態を是正することや、そのよ

うなことをしないことなどを命ずることによって、労働者や労働組合を救

済することになります。

この不当労働行為救済申立てがあったときは、労働委員会は調査や審問

を行います。

審問が終わると公益委員会議を開いて、審問に参与した労・使各側の委

員（参与委員）の意見を聞いた後、合議によって不当労働行為の成否と、

命令内容（全部救済、一部救済、棄却）を決定し、命令書の写しを労・使

双方の当事者に交付します。

不当労働行為事件は、この命令で解決するもののほか、和解（自主和解、

勧告和解、関与和解）で解決するものもあります。

和解は、命令が確定するまではいつでも行うことができます。

その他、申立人は申立てを取り下げることができ、取下げによって当該

申立ては、初めから係属しなかったものとみなされます。

また、却下事由（申立てが労働組合法に定める要件を欠き、補正されな

い場合等）に該当するときは、公益委員会議の決定により却下することに

なります。

 不当労働行為制度の趣旨・目的

不当労働行為制度の目的は、「使用者による組合活動侵害行為によって
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生じた状態を命令によって直接是正することにより、正常な集団的労使関

係秩序の迅速な回復、確保を図る」（第二鳩タクシー事件最大判）ものと

されています。

繰り返しますが、労働委員会は行政機関であることから、裁判所のよう

な権利義務の存否を判断する機関ではなく、また、救済命令は、使用者の

行為の無効を確認したり、刑罰を科すものでもなく、上記のとおり、将来

に向かって正常な労使関係を回復させることを主眼としています。

また、審査手続は、準司法的手続とされていますが、行政機関としての

労働委員会が行う手続であることから、裁判所の行う民事訴訟の手続とは

異なるものであることに御留意ください。

不当労働行為は、単に私人間の紛争にとどまらず、広く公益に影響を及

ぼすため、審査手続においては、真実発見の要請の観点から、事実の認定

に必要な範囲で労働委員会の職権による証拠調べが行えるとされており、

民事訴訟のような弁論主義（脚注参照）の適用はないものとされています。

このため、労働委員会は審査手続において、申立ての内容をなす不当労

働行為の事実が認められるか否かについて、主体的に解明を行うこともあ

ります。

なお一方で、このような制度の趣旨・目的を踏まえると、「当事者間の

労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当」な内容の和

解がなされることが、むしろ望ましい場合もあると考えられます。

このため、労働委員会側から和解について打診・勧告することもありま

すし、両当事者におかれても、いつでも、和解について申し出ることがで

きます。（労働組合法第27条の14、労働委員会規則第45条の２）

不当労働行為制度の趣旨・目的については、以上のとおりですが、過去

の審査事件では、当事者において本来の制度目的である「将来に向かって

の正常な労使関係の回復」という視点を欠き、不当労働行為の成否のみに

拘泥するあまり、労使関係の一層の悪化を招きかねない事例も見受けられ

たところです。
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皆様におかれましては、制度の趣旨・目的を踏まえて、迅速・的確な審

査が進められますよう御協力をお願いします。

【弁論主義】《民事訴訟の場合》

判決の基礎となる資料（事実及び証拠）の提出を当事者の権能かつ責任とする原則

⑴ 裁判所は、当事者が口頭弁論で主張しない事実を判断の基礎とすることはできない。

⑵ 裁判所は、当事者間に争いの無い事実は、そのまま判決の基礎としなければならない。

⑶ 裁判所が証拠調べをするためには、当事者の申出を要する。
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不当労働行為 (労働組合法第７条)

号別 種 別 労 働 者(労働組合)が･･･ 使 用 者 が･･･

１ 労働組合の組合員である ・解雇すること。

不 利 益 こと

１号 取 扱 い ２ 組合に加入したり組合を

結成しようとしたこと を理由に・その他不利益

３ 労働組合の正当な行為を な取扱いをす

したこと ること。

１ 労働組合に加入しないこと
黄犬契約 を雇用条件にすること。

２ 労働組合から脱退すること

団体交渉 にも拘わらず正当な理由
２号 団体交渉の申入れをした

の拒否 なしに拒否すること。

１ 労働組合を結成すること に対して、支配し介入
３号 支配介入

２ 労働組合を運営すること すること。

労働組合の運営に要する費
経費援助

用を援助すること。

１ 労働委員会に対し不当労働 ・解雇すること。

行為救済の申立てをしたこと

報復的不 ２ 不当労働行為の命令につい

４号 利益取扱 て再審査の申立てをしたこと を理由に ・その他不利益

い ３ １、２及び労働争議の調整 な取扱いをす

の場合に証拠を提示したり発 ること。

言したりしたこと
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 不当労働行為の審査の手順

救 済 申 立 て

（労働組合・労働者）

▼

審査委員の選任（公益委員）

参与委員の申出（労・使委員）

▼

調 査

○主 張 の 整 理

○証 拠 の 整 理

審 ○審査計画の策定

▼

審 問

査 ○当事者の陳述

○証 人 等 尋 問

○最 後 陳 述

▼

労・使参与委員からの意見聴取

▼

公益委員会議

○不当労働行為の成否の認定

▼ ▼

命令の決定

○全部救済 却下の決定

○一部救済 和 解

○棄 却 (命令が確定するまでいつでも可)

▼ ▼ ○自主和解

命令書（写） 決定書（写） ○勧告和解

交 付 交 付 ○関与和解
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ア 審査の開始

(ｱ) 救済申立て

ａ 不当労働行為の審査は、不当労働行為救済申立てによって開始され

ます。

ｂ 申立てができるのは、不当労働行為を受けた個々の労働者と労働組

合です。

労働組合が申し立てる場合には、申立てと同時に組合資格審査の申

請が必要です。その申請書様式や提出資料は、「３ 労働組合の資格

審査」の「(4)労働組合の資格審査に必要な関係書類(53頁)」を参照

してください。

ｃ 申立期間は、不当労働行為が行われた日（継続する行為にあっては

その終了した日）から１年以内です。

ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定によ

る解雇についての申立期間は、解雇があった日から２月以内です。

ｄ 申立ては、次の事項を記載し、申立人本人が氏名又は名称を記載し

た申立書を当委員会へ提出して行うことになっています。

○ 申立年月日

○ 申立人の氏名及び住所

（申立人が労働組合である場合は、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者職氏名）

○ 被申立人の氏名及び住所

（被申立人が法人その他の団体である場合は、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者職氏名）

○ 請求する救済の内容

○ 不当労働行為を構成する具体的事実

なお、記載要領は、「オ (ｲ)主な提出書類の様式と記載例（不当労

働行為救済申立書）(37頁)」を参照してください。

(ｲ) 審査委員・参与委員の決定

申立てがあると、当委員会では通常、公益委員全員による審査に代

えて、会長が公益委員の中から選任した複数の審査委員（１人は審査

委員長）が審査を担当し、労・使各側の委員からも各側２人が参与委

員として審査に参与します。
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(ｳ) 公益委員の除斥・忌避

具体的な不当労働行為事件と公益委員との間に特殊な関係があって

審査の公正さについて疑いが生じるおそれのある場合には、当事者の

申立てについての決定又は職権により、その公益委員は事件に関与す

ることができないように排除されます。

イ 審査活動

審査は、調査と審問の２段階に分かれています。

(ｱ) 調 査

調査は、事務局職員による事務局調査と、審査委員及び参与委員に

よる委員調査に分かれています。

ａ 事務局調査

委員調査の事前調査として、事務局職員が原則として現地に赴いて

個別に行います。

ｂ 委員調査

当事者双方の主張を明確にし、争点を整理し、審査計画を策定する

目的で、次のことが行われます。

(a) 主張の整理及び争点の明確化

労働委員会は、申立書の写しを使用者に送付して、それに対する

答弁書の提出を求めます。この場合、使用者は、申立書の写しが送

付された日から原則として30日以内に、答弁書を提出しなければな

らないことになっています。

そして、当事者双方に別々に出席を求め、申立書及び答弁書の説

明を聞いて、それぞれの主張を整理し、争点を明らかにします。

(b) 証拠の整理

審査委員は、当事者又は関係人からその主張の説明を聞くととも

に、これを裏付ける証拠の提出を求めます。

この証拠とは、証拠となる資料（書証）をいい、書証とは、文字、

絵、写真、その他記号などで書かれたものです。

(c) 調査調書

調査の要領（概要）については調査調書が作成され、当事者又は

関係人は調査調書を閲覧することができます。
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(d) 審査計画の策定

審問の開始前に、労働委員会側で審査計画を作成します。計画の

記載事項は、次のとおりです。

・ 整理された争点・証拠

・ 審問を行う期間、審問の回数及び尋問する証人等の数

・ 命令書の交付の予定時期

審査計画が作成されたときは、労働委員会はもとより、労使当事

者も、計画に基づき審査が円滑に行われるよう努めることが求めら

れます。

また、審査の期間の目標について、当委員会は１年（団交拒否の

みの事案については10月）としています。

(ｲ) 審 問

審問は、不当労働行為の事実があるかどうかを明らかにすることを

目的に行われます。

審問は当事者双方が出席のうえ行われるもので、裁判所の口頭弁論

に当たり、公平を期するために原則として公開されています。

審問期日が一旦決定すると、当事者からの変更の申出は、相当の理

由がない限り認められません。

また、当事者の一方が出席をしなくても、審問を行うことがあります。

このため、当事者が出席をしないことは不利な結果を招くことにも

なりかねませんので、当事者が出席されることが望ましいところです。

ａ 代理人・補佐人

当事者は、調査及び審問において、審査委員の許可を得て代理人を

選任することができ、また、審査委員の許可を得て補佐人を伴って出

席することもできます。一般的には、代理人には弁護士が、補佐人に

は、事情に詳しい上部組合の役員あるいは労務担当の役員、部課長な

どがなっています。

ｂ 証人等出頭命令及び物件提出命令

(a) 証人等出頭命令

労働委員会は、当事者の申立て又は職権により、不当労働行為の

事実を認定するために必要な限度において、当事者又は証人に出頭

を命じて陳述させることができます。
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(b) 物件提出命令

労働委員会は、当事者の申立て又は職権により、不当労働行為に

関係のある帳簿書類等の所持者に対し、当該物件の提出を命じるこ

とができます。

(c) 不服の申立て

証人等出頭命令又は物件提出命令を受けた者がその命令に不服が

あるときは、命令を受けた日から１週間以内に中央労働委員会に不

服申立てをすることができます。

ｃ 証人等尋問（「証人等」とは、証人及び当事者のことをいう。）

証人等尋問は、初めにその証人等尋問を申し出た当事者が尋問し、

次に相手方の反対尋問があり、その後に審査委員、参与委員が随時必

要に応じて尋問をします。

証人等は、尋問の前には宣誓を行います。証人等は、真実を陳述し

なければならないことはいうまでもありません。

ｄ 最後陳述

審問は、数回行われるのが普通で、証人等調べが終われば審問は終

結しますが、審査委員は、審問終結に先立ち、当事者に最後陳述させ

る機会を与えることになっています。

最後陳述とは、当事者が審査の全経過を検討して、争点についての

主張と事実を整理し、総括的に陳述することで、原則として書面をも

って提出することになっています。

ｅ 審問調書

審問については、当事者及び証人の陳述等を記録した審問調書が作

成され、当事者又は関係人は審問調書を閲覧することができます。

ウ 命令の決定

(ｱ) 公益委員の合議

審問が終わると、合議のために公益委員会議が開かれます。

合議に先立って、調査又は審問を行う手続に参与した委員の出席を

求め、その意見を聴くことになっています。

合議は非公開で、ここで審査の結果に基づいて事実を認定し、使用

者の行為が不当労働行為であるかどうかを判定します。
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その上で

・ 使用者の行為が不当労働行為であると判定したときは、申し立

てられた救済事項の全部又は一部を認める命令

・ 使用者の行為が不当労働行為でないと判定したときは、申し立

てを退ける（棄却）命令を出すことを決定します。

(ｲ) 命令書の交付

合議によって決定した命令は、書面によって発せられることになり

ます。

命令書は、その写しが当事者に交付されます。

交付の方法は、期日を決めて当事者を出頭させ交付するか又は配達

証明付き書留郵便によって送付する方法があります。この郵便による

場合は配達のあった日が交付の日とみなされます。

命令は、交付の日から効力を生じます。

(ｳ) 命令に不服の場合

県 労 委 (労)６月経過後 命令確定

(使)30日経過後

(労)６月経過後

初 審 命 令 (使)30日経過後

○全部救済 再審査申立て 中 労 委 再 審 査

(労・使)15日以内 再 審 査 命 令

○一部救済 行政訴訟の提起 (労)６月以内

(使)30日以内

○棄 却 行政訴訟の提起 裁 判 所 判 決

(労)６月以内 裁 判

(使)30日以内

ａ 再審査の申立て

申立人、被申立人とも命令書写し交付の日の翌日から起算して15日
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以内に、中央労働委員会へ再審査を申し立てることができます。

再審査申立ては、当委員会を経由して行うこともできます。

ｂ 行政訴訟の提起

申立人は、命令書写し交付の日の翌日から起算して６月以内に、鹿

児島地方裁判所へ当委員会命令の取消しの訴えを提起できます。

被申立人は、中央労働委員会に対する再審査の申立てをしない場合

に限って、命令書写し交付の日の翌日から起算して30日以内に、鹿児

島地方裁判所へ当委員会命令の取消しの訴えを提起できます。

(ｴ) 命令の確定と不履行

(ｳ)のそれぞれの期間内に、再審査の申立ても、行政訴訟の提起もし

ない場合は、当委員会の命令は確定します。確定した命令に違反した

使用者は、過料に処せられます。

また、確定判決によって支持された命令に違反した使用者は、刑罰

に処せられます。

エ 和解と取下げ

(ｱ) 和 解

命令が確定するまでの間は、いつでも、和解により事件を終結させ

ることができます。当事者間で和解が成立したときは、申立てを取り

下げるか、和解の認定を受けることにより、事件は終結します。

ａ 和解の方法

和解には、当事者の自主交渉による和解（自主和解）、労働委員会

が当事者に和解勧告を行い、当事者双方がこれを受諾してする和解（勧

告和解）、労働委員会の関与により当事者間に合意が成立してする和

解（関与和解）があります。

ｂ 和解の認定

当事者間で和解が成立し、当事者双方から書面による申立てがあっ

た場合に、労働委員会がその和解の内容を適当と認めるときは、審査

の手続は終了します。なお、再審査や行政訴訟の段階で和解の認定が

あったときは、既に発せられた命令は失効することになります。

ｃ 和解調書の作成、執行文の付与

和解に金銭の一定額の支払等を内容とする合意が含まれている場合

は、当事者双方からの申立てにより、労働委員会が和解調書を作成す
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ることもできます。この和解調書は、強制執行に関しては債務名義と

みなされます。債務名義についての執行文の付与を行うこともできま

す。

【債務名義】

債権者と債務者の間に私法上の給付請求権（例えば、賃金30万円

など）があることを表示し、この請求権が強制執行により実現でき

ること、つまり執行力があることを法律上認められた公の文書をい

います。

(ｲ) 取下げ

命令書の交付があるまでは、申立人は、相手方の同意を得ることな

く、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。

オ 不当労働行為の審査に必要な関係書類

(ｱ) 提出書類と部数

提 出 書 類 一 覧 表

書 類 の 種 別 提 出 者 提 出 部 数

① 不当労働行為救済申立書 申 立 人 １

② 労働組合資格審査申請書 〃 １

③ 答 弁 書 被 申 立 人 １

④ 準 備 書 面 申立人、被申立人 ８

⑤ 書 証 一 覧 表 〃 〃 ８

⑥ 書 証 ※ 〃 〃 原本(提示)、写し８

⑦ 代理人・補佐人申請書 〃 〃 １

⑧ 証 人 等 尋 問 申 請 書 〃 〃 １

⑨ 最 後 陳 述 書 〃 〃 １

(備考) ①、②、③、⑦、⑧の用紙は当委員会事務局に用意してありますので、これにより記

入してください。

※ 労働委員会への提出に当たっては、マイナンバーが記載された書類をそのまま提出する

ことのないよう御注意ください。マイナンバーが記載された書類を提出する際には、マイ

ナンバーが特定できないよう、必ずマイナンバー部分をマスキングした上で提出してくだ

さい。
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(ｲ) 主な提出書類の様式と記載例

（注) 内は注意事項です。

（不当労働行為救済申立書）

令和○年○○月○○日

鹿児島県労働委員会

会長 ○○○○ 殿

① 主たる事務所の住所、 申 立 人

郵便番号、電話番号、 郵便番号 ○○○－○○○○

FAX番号、メールアドレ 住 所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○号

スを記載してください。 名 称 ○○労働組合

② 申立人が複数の場合 代 表 者 執行委員長 ○○○○

は、連記してください。

電話番号 ○○○－○○○－○○○○

FAX番号 ○○○－○○○－○○○○

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ○○－○○○○○○○.○○.○○

不当労働行為救済申立書

労働組合法第7条第○、○、○、○号に違反する行為があったので、労働委

員会規則第32条の規定により、下記のとおり、救済を申し立てます。

記

第1 被申立人

郵便番号 ○○○－○○○○

住 所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○号

① 主たる事務所の住所、 名 称 ○○株式会社

郵便番号、電話番号、FAX 代 表 者 代表取締役 ○○○○

番号を記載してください。

② 被申立人が複数の場合 電話番号 ○○○－○○○－○○○○

は、連記してください。 FAX番号 ○○○－○○○－○○○○
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第2 請求する救済の内容

 被申立人○○株式会社（以下「会社」という。）は、申立人○○労働組

合（以下「組合」という。）の委員長Ａの○○年○○月○○日付け懲戒解

雇をなかったものとして取り扱い、原職又は原職相当職に復帰させるとと

もに、原職又は原職相当職に復職するまでの間に、懲戒解雇されなければ

Ａが受け取るはずであった賃金相当額を支払わなければならない。

 会社は、○○年○○月○○日に組合から申し入れがあったＡ委員長の懲

戒解雇及び ○○年度賃上げ要求を議題とする団体交渉に、誠実に応じな

ければならない。

 会社は、管理職らをして組合員を恫喝するなどして組合からの脱退を勧

奨させてはならない。

 会社は、○○労働委員会にあっせんを申請し、あっせんの席上発言した

ことを理由として、○○年○○月○○日付けで組合書記長Ｂに対して行っ

た訓告処分をなかったものとして取り扱わなければならない。

 会社は、本命令書交付の日から○日以内に、縦○○センチメートル、横

○○センチメートルの白紙に次の内容を楷書で明瞭に記載して、○○にあ

る社内掲示板の従業員の見やすい場所に○日間掲示しなければならない。

会社が行った○、○、○及び○の行為は、○○労働委員会において労働組合法第

７条第○号、第○号、第○号及び第○号に該当する不当労働行為であると認定され

ました。今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。

○○年○○月○○日

○○株式会社

代表取締役 ○○○○

○○労働組合

執行委員長 ○○○○ 殿
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① 申立書の記載例は、労組法第７条各号に違反する行為があった場合の記載の一例です。

実際には、「第３ 不当労働行為を構成する具体的事実」の記載内容に応じて、使用者に「当該行

為をやめさせる」ため、あるいは、「当該行為がなかった状態に戻す」ために使用者に履行させてほし

い行為を箇条書きで、具体的に記載してください。

② この項目の記載内容と、「第３ 不当労働行為を構成する具体的事実」の記載内容とは対応関係に
．．．．

あることが必要です。

③ 審査開始後も追加・訂正をすることができますが、可能な限り、申立て段階で全て記載してくださ

い。

④ 法令上又は事実上実現することが不可能なことが明らかな内容について救済を求めることはできま

せん。

⑤ 不当労働行為を構成すると考える行為があった日（継続する行為にあってはその終了した日）から

申立ての日までに１年を経過した事件に係る申立ては、救済の対象とはなりません（労働組合法第27

条第２項）。

ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定による解雇についての申立期間は、

解雇があった日から２月以内です（地方公労法第16条の３第１項）。

第3 不当労働行為を構成する具体的事実

１ 当事者

 会社は、○○年○○月○○日に設立され、現在、○○に本社を○○に

工場を置いて、資本金○○円、従業員○○○人で、○○業を営むもので

ある。

 組合は、○○年○○月○○日に、会社の従業員○○人をもって結成さ

れ、○○労働組合連合に加盟しており、○○年○○月には○○人を組織

していた。

しかし、その後○○年末には○○人であった組合員が後記３の の社

長発言以降漸減し、○○年○月○○日までの間に○○人の組合員が脱退

したことにより、現在の組合員数は○○人となった。
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 会社には、当組合のほかに、組合員数約○○人の○○従業員労働組合

がある。

会社（被申立人）及び組合（申立人）それぞれの概要・由来について、簡潔に記載してください。

2 本件不当労働行為に至るまでの事実経過

 組合結成以降○○年夏季一時金要求までの○年間、組合は、賃金の引

上げ、一時金の上積み等を毎年要求してきたが、当該事項を議題とする

団体交渉は平穏裡に行われ、ストライキを実施することなく妥結を見る

など、この間の労使関係は比較的安定して推移していた。

 しかし、○○年秋から会社の経営状態が急速に悪化するとともに、会

社が、Ｃを顧問として招聘したことから、労使関係は急速に悪化した。

例えば、○○年年末一時金要求に関する団体交渉において会社は、Ｃ

を団交に出席させて「一時金を減額する」との回答を繰り返すのみで、

その理由を説明することもなく、また、従前と異なって経営関係資料も

開示しなかった。

さらに、組合員に対して、Ｃを中心として管理職らをして、陰に陽に、

組合員に脱退を勧奨するようになった。

 ○○年○月○○日、組合は○○年度春季賃上げとして組合員一人当た

り一律5，000円を要求した。

しかし、会社は、言を左右にして団体交渉を引き延ばした挙げ句、○

月○○日に至ってやっと団体交渉に応じた上、一律１割の賃下げを逆提

案した。

そして、会社は、団体交渉において、組合が重ねて要求しても、一律

１割引き下げる必要性や理由について説明することもなく、また、従前

と異なり経営関係資料を開示することもなかった（この件については、

○○年○月○○日に、貴委員会に団交促進を求めるあっせんを申請し、

○○年○月○○日及び○月○○日にあっせんが行われたが、結局、不調

に終わっている。）。
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 ○月○○日に開催された第○回団交を経ても会社は上記同様の対応を

繰り返し、会社がこれ以上団交しても歩み寄りはないとしたことから、

第○回団交の日時は設定されなかった。

このため組合は、同夜、臨時組合大会を開催し、全員一致によりスト

権を確立した上で、○月○○日午前○時、翌○○日の始業時から組合員

○○人（当時）全員が終日ストライキを行うと通告した上、これを実施

した。

① 本件不当労働行為が行われるまでの労使関係（組合活動等とそれに対する使用者の態度等）等を順

に箇条書きで分かりやすくかつ簡潔に記載してください。

② 「いつ」「どこで」「誰が」「誰に」「何を」「どうしたのか」「どうなったのか」等を可能な限り記載

してください。

3 本件不当労働行為を構成する具体的事実等

 ○○年○月○○日午前○時、Ｃ顧問は出勤したＡ委員長を社長室に呼

び、社長同席の上で、「君を懲戒解雇する。理由は、交渉継続中の違法

なストを打ったからだ。」と伝えた。

しかし、前記2 のストは何ら違法な点はなく、本件懲戒解雇は正当

な組合活動を理由とする不利益取扱い（労組法第7条第1号該当）であり、

また、組合結成以来、その中心的な役割を果たしてきたＡを会社から排

除することにより、組合活動を弱体化させることを企図した支配介入行

為（第７条第3号該当）である。

 同日午後○時、組合が社長に、Ａの懲戒解雇及び○○年度春季賃上げ

に関する団交開催要求書を手交しようとしたところ、社長が不在である

として対応したＣ顧問は、「交渉中にストを打つような組合とは交渉で

きん。社長も同じ気持ちだ。」として、団交要求書すら受け取らなかっ

た。

そして、その後、団交要求書は受け取るようになったものの、本日ま

で○○回にわたり団交を要求してもこれに一切応じていない。

本件は、正当な理由なく団交を拒否するもの（第７条第２号該当）で

ある。
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 ○月○○日午前○時の定例の社内放送による朝礼において、社長は、

「交渉中にストを打つような組合とは縁を切らないと会社が潰される。

皆さんにはその点をよく考えてほしい。」との発言を繰り返した。

社内放送終了後、Ｃ顧問を始めとして管理職らは就業時間の内外を問

わず一斉に、三役以外の組合員全員に「あんたにも家族があるだろう。

よく考えろ。」と、非組合員には「社長の気持ち分かったでしょう。」

と、廊下等ですれ違いざまに発言することを繰り返した。

このような発言は、○月○日には収まったが、この間○○人の組合員

が組合を脱退した。

上記のような朝礼における社長発言は正当な組合活動に明らかに介入

するものであるとともに、管理職らの言動は、組合員に脱退を勧奨し、

また非組合員には組合に加入しないように警告するものであって、組合

の運営に支配介入しようとするものであることは明らかである（第7条

第3号該当）。

 ○月○○日午前○時、Ｃ顧問は出勤したＢ書記長を社長室に呼び込み、

社長同席の上で、団交促進を求めるあっせん（上記2 記載）の申請及

びあっせん当日に、就業規則所定の有給休暇申請手続を取ることなく出

席したとして、訓告処分書を交付した。

しかし、当該訓告処分は、あっせんの席上Ｂ書記長が、団交における

Ｃ顧問の対応について真実を述べたことに起因することは明らかであ

り、あっせんの場における発言をとらえて訓告処分に付するという不利

益な取扱いをしたものである（第７条第４号該当）。

① 不当労働行為の審査は、ここに記載された事実の存否や態様を明らかにするために行われます。
．．．．．．．．． ．．．．．．．．

不当労働行為を構成すると考える具体的事実について、箇条書きで分かりやすく記載してください。

② 「いつ」「どこで」「誰が」「誰に」「何を」「どうしたのか」はもちろん、「その結果どうなったのか」

「その意図は何であったのか」等についても、可能な限り記載してください。

③ この記載内容と「第２ 請求する救済内容」の記載内容とは、対応関係にあることが必要です。
．．．．

4 本件不当労働行為を疎明する書証・人証等

現段階においては、以下のとおりの立証を予定しているが、審査の進行
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によっては、新たに書証・人証を追加する場合がある。

(1) 上記２の(1)、(2)、(3)については、甲第○ないし○○号証及びＡ委

員長の証言。

(2) 上記２の(4)については、甲第○ないし○○号証及びＢ書記長の証言。

(3) 上記３の(1)については、甲第○、○○号証及びＡ委員長の証言。

(4) 上記３の(2)については、甲第○ないし○○号証及びＡ委員長の証言。

(5) 上記３の(3)については、甲第○ないし○○号証及びＤ組合員の証言。

(6) 上記３の(4)については、甲第○ないし○○号証及びＢ書記長の証言。

① 上記２及び３に記載した事実をどのようにして立証しようとするかを整理して記載してください。

（整理をすると立証が容易になり、審査も促進されます。）

② 書証は、書証一覧表（書証番号、作成者、立証趣旨等）を付けて提出してください。

書証番号は、甲第１号証、甲第２号証・・・甲第２０号証というように記載してください。

なお、申立時に間に合わなければ「追って提出する」旨を記載することで足ります。

③ 証人を申請する場合には、証人の氏名及び住所、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事

実を明らかにし、尋問事項書（証人に尋ねようと考えている事項を具体的に記載したもの）を添付

してください。

なお、申立時に間に合わなければ「追って提出する」旨を記載することで足ります。

（全般的な注意事項）

１ この書面は、申立人が主張する不当労働行為救済申立ての基本となる重要な書類です。

２ 手書きの場合は、読みやすい文字で、正確に、丁寧に記載してください。

３ 訂正は、余白に「加○字、削○字」と記載し、申立人代表者の署名を付記してください。

４ 申立書は１部（書証、準備書面は８部）提出してください。
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５ 申立書を郵送する場合は、配達証明付きの書留郵便としてください。

６ 記載内容に不備（特に、「第3 不当労働行為を構成する具体的事実」について）があると申立てが

却下される場合もありますので、注意してください。

７ 代理人による申立てはできません。

※ 記載例は県のホームページにも掲載してあります。
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(答 弁 書)

令和○年○○月○○日

鹿児島県労働委員会

会長 殿

被申立人

郵 便 番 号 〒000-0000

住所又は所在地 ○○市○○町○○番○○号

名 称 ○○株式会社

代 表 者 職 氏 名 代表取締役社長 ○○○○

電話番号 (000)000-0000

FAX番号 (000)000-0000

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 00-0000000.00.00

答 弁 書

鹿労委令和○年（不）第○号○○○○事件について、被申立人は、下記

のとおり答弁します。

記

１ 請求する救済の内容に対する答弁

本件申立てについて、棄却命令（却下決定）を求める。

２ 不当労働行為を構成する具体的事実に対する答弁

 当事者

ア 会社の状況については認める。

イ 申立人組合が平成○○年○○月○○日に結成されたことは認め

る。その余は不知。

イ ○○従業員労働組合があることは認めるが、組合員数について

は不知。

 本件不当労働行為に至るまでの事実経過

ア 申立書記載第3の２ の事実は、おおむね認める。

イ 申立書記載第3の２ の事実は否認する。○○○○○○である。

ウ 申立書記載第3の２ の事実のうち、○○○○○○は認める。
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その余は否認する。○○○○○○。

エ 申立書記載２第3の(4)の事実のうち、○○○○○○については

否認する。○○○○○○○○である。

 本件不当労働行為を構成する具体的事実等

ア 申立書記載第3の３ の事実は否認する。○○○○○○である。

イ 申立書記載第3の３ の事実のうち、団体交渉の申し入れがあっ

たことは認める。申し入れに応じなかったのは○○○○○○であ

る。

ウ 申立書記載第3の３ の事実は否認する。○○○○○○○○であ

る。

エ 申立書記載第3の３ の事実のうち、Ｃ顧問がＢ書記長に訓告処

分書を交付したことは認める。ただし、その理由は、○○○○○

○○○である。

３ 答弁を疎明する書証・人証等

書証・人証等の立証を予定している。書証は追って提出する。証

人申請については、追って提出する。

(注)

１ 請求する救済の内容に対する答弁

(1) 「棄却」を求めるのは、申立人が請求している救済に理由がないと考

えるときです。

(2) 「却下」を求めるのは、申立てが労働委員会規則第33条第１項各号の

一に該当すると考えるときです。

２ 不当労働行為を構成する具体的事実に対する答弁

(1) 答弁書には、申立書に記載された事実に対する対する認否及び申立書

に記載された主張に対する反論を、可能な限り具体的に記載してくださ

い。

(2) まず、申立書の不当労働行為を構成する具体的事実に対する認否をで

きるだけ記載例のように、認める、認めない（否認）、知らない（不知）

という表現で申立書順序に従って箇条書に記載してください。

(3) 次いで、積極的に主張、反論すべき事実や法律論を簡潔に、明確に記

載してください。
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（証人等尋問申請書）

令和○年○○月○○日

鹿児島県労働委員会

会長 殿

申請人

郵 便 番 号 〒000-0000

所在地（住所） ○○市○○町○○番○○号

名 称（氏名） ○○労働組合

代表者職氏名 執行委員長 ○○○○

電話番号 000-000-0000

FAX番号 000-000-0000

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 00-0000000.00.00

証 人 等 尋 問 申 請 書

鹿労委令和○年（不）第○号 ○○事件について、下記のとおり証人等の

尋問を申請します。

記

証 人 等 の 表 示

（ふりがな） ○○○○ ○○○○

氏 名 ○○ ○○

住 所 （〒000-0000） ○○市○○三丁目○－○○

職 業 被申立人○○社社員、申立人組合書記長

尋問所要時間 30分

尋 問 事 項

１ 証人の経歴について

２ 証人がＣ顧問から社長室に呼ばれたことについて

３ ○○○○○○されたことについて

４ その他上記に関する一切の事項

※ 職業欄は、勤務先又は組合の名称及び勤務先における職務上の地位又は組合に

おける役職の名称等を具体的に記入すること。

（注）「尋問事項」欄は箇条書で記入してください。
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代理人

申請書
補佐人

令和 年 月 日

鹿児島県労働委員会

会長 殿

申請人 郵 便 番 号

所在地（住所）

名称（氏名）

代表者職氏名

代 理 人・補 佐 人 申 請 書

鹿労委令和 年（不）第 号 事件について、下記の者を

代理人・補佐人としたいので許可されるよう申請します。

記

代理人 (ふりがな) 郵便番号・住所・電話

の別 年 齢 職 業 番号等
補佐人 氏 名

郵便番号

住 所

電話番号

FAX番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

郵便番号

住 所

電話番号

FAX番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

郵便番号

住 所

電話番号

FAX番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

添付書類 委任状 通（ただし、代理人の場合のみ）

（注）代理人申請書の場合は、補佐人の部分を抹消してください。

補佐人申請書の場合は、代理人の部分を抹消してください。
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（委 任 状）

委 任 状

住 所

氏 名

上記の者を代理人と定め、鹿労委令和 年（不）第 号 事件

に関する一切の権限を委任します。

令和 年 月 日

委任者

所在地（住所）

氏 名

代表者職氏名

（注）補佐人申請書の場合は不要です。
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３ 労働組合の資格審査

 労働組合が資格審査を受ける場合

労働組合は、自主的に組織され、自主的に運営されるものですが、

ａ 労働組合が不当労働行為救済を申し立てる場合

ｂ 労働組合が労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合

ｃ 労働協約の地域的拡張適用の申請をしようとする場合

ｄ 労働組合が法人登記をするために資格証明書の交付を受けようと

する場合

ｅ 労働組合が職業紹介事業及び労働者供給事業の許可申請をしよう

とする場合

などには、労働組合法で決められた要件を備えた労働組合であることを立

証しなければなりません。また、労働組合の資格の立証は、その都度改め

て行うことになっています。

 審査の基準

労働組合の資格審査は、労働委員会が行います。

審査は、「自主的な労働組合といえるかどうか（労働組合法第２条）」

と「民主的な労働組合として必要な規約を備えているかどうか（労働組合

法第５条第２項）」の２点について、次の基準に基づいて行われます。

ア 労働組合法第２条

ａ 労働者が主体となって組織していること。

なくてはな ｂ 労働者が自主的に組織していること。

らない要件 ｃ 労働条件の維持・改善及び経済的地位の向

上を主目的としていること。

ｄ 使用者側の利益代表が参加していること。

あってはな ｅ 使用者から労働組合運営のために経済上の

らない要件 援助を受けていること。

ｆ 共済事業や福利事業のみを目的にしている

こと。

ｇ 政治活動や社会運動を主目的にしているこ

と。
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イ 労働組合法第５条第２項（組合の規約に以下の規定が含まれているこ

と）

(ｱ) 労働組合の名称

(ｲ) 労働組合の主たる事務所の所在地

(ｳ) 連合団体でない労働組合（単位労働組合）の場合には、組合員がそ

の労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける

権利をもつこと。

(ｴ) だれでも、どのような場合であっても、人種、宗教、性別、門地又

は身分を理由として、組合員としての資格を奪われないこと。

(ｵ) 単位労働組合の場合には、役員は組合員の直接無記名投票によって

選挙されること。連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働

組合の場合は、役員は、単位労働組合の組合員の直接無記名投票によ

るか、又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接

無記名投票によって選挙されること。

(ｶ) 総会は、少なくとも毎年１回開催すること。

(ｷ) 会計報告は、すべての財源と支出内容、主な寄附者の氏名及び現在

の経理の状況を記載し、組合員が依頼した職業的に資格がある会計監

査人によって正確であるとの証明書とともに少なくとも毎年１回は組

合員に公表すること。

(ｸ) 同盟罷業を行うには、組合員の直接無記名投票か、又は組合員の直

接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票を行い、そ

の有効投票数の過半数の賛成を得ることが必要であること。

(ｹ) 規約を改正するには、単位労働組合の場合には、組合員の直接無記

名投票を行い、全組合員の過半数の賛成を得ることが必要であること。

連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合の場合には

単位労働組合の組合員の直接無記名投票によって全組合員の過半数の

賛成を得るか、又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議

員の直接無記名投票によって全代議員の過半数の賛成を得ることが必

要であること。
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 審査の手順

労働組合 申 請 労働委員会

審 査

不 不

審査の内容 適 適

合 合

自主的な労働組合 民主的な労働組合と

といえるかどうか して必要な規約を備

（２条） えているかどうか(５

条２項) 補 不

適

合

審査が必要とされる場合 の

決

ａ 不当労働行為の救済 正 定

ｂ 労働委員会の労働者委員の推薦

ｃ 労働協約の地域的拡張適用の申立て

ｄ 法人登記

ｅ 職業紹介事業及び労働者供給事業の許可 適合の決定

申請

ア 申 請

申請する場合は、 のアの提出書類が必要です。記載要領は、 のイ

（55頁～57頁）を参照してください。

イ 審 査

審査は、提出された資料について、労働組合法第２条と第５条第２項

の規定に適合するかどうかについて行います。通常、審査は、事実の調

査や必要な証拠調べを行います。
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ウ 補正勧告

審査にあたって適合しない点がある場合でも、直ちに不適合の決定を

しないで、一定の期間を決めて適合しない点を直すよう勧めます。これ

を補正勧告といいます。

補正勧告を受けた組合が決められた期間内に指摘された箇所を直さな

い場合には、補正勧告前に行われた審査の結果に基づいて不適格決定が

なされることになります。

エ 資格審査の決定

審査が終わると、公益委員会議で労働組合法の規定に適合するかどう

かを決定します。

その結果、資格審査決定書が作成され、その写しが労働組合に交付さ

れます。

この場合、審査に適合した組合には、決定書の写しに代えて資格証明

書が交付されることもあります。

オ 決定に不服の場合

労働組合が、労働委員会の行った決定に不服がある場合には、中央労

働委員会に再審査を求める申立てをすることができます。

再審査の申立ては、資格審査決定書の写しが交付された日の翌日から

起算して15日以内となっています。

 労働組合の資格審査に必要な関係書類

ア 提出書類と部数

提出書類一覧表

書 類 の 種 別 提 出 部 数

①労 働 組 合 資 格 審 査 申 請 書 １

②労 働 組 合 資 格 審 査 立 証 表 １

③労 働 組 合 資 格 審 査 調 査 表 １

④組 合 規 約 １

⑤労 働 協 約 １

⑥職 制 表 １

⑦組 合 会 計 関 係 書 類 １

⑧組合組織形態（連合団体の場合） １
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（備考）

１ 申請書、資格審査立証表及び資格審査調査表は、当委員会事務局に

用紙が用意してありますから、これによって記入してください。

２ 職制表には組合員、非組合員の範囲を明らかにしてください。

３ 組合会計関係書類は、予算書、決算書、会計報告書等を提出してく

ださい。

４ 労働協約の有無にかかわらず協定書、覚書等があれば提出してくだ

さい。

５ 以上のほかに立証資料があれば、それを添付してください。
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イ 主な提出書類の様式と記載例

（労働組合資格審査申請書）

令和○年○○月○○日

鹿児島県労働委員会

会長 殿

申請人

所 在 地 ○○市○○町○○番○○号

電 話 ００００－００００

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 00-0000000.00.00

組 合 名 ○○労働組合

代表者職氏名 執行委員長 ○○○○

労 働 組 合 資 格 審 査 申 請 書

１ 理 由

不当労働行為救済申立てのため

上記の理由により労働委員会規則第２２条にもとづき、別紙立証書類を

添え資格審査を申請します。

（別紙）

 労働組合資格審査立証表

 労働組合資格審査調査表

 組合規約

 労働協約

 職制表

 組合会計関係書類

 組合組織形態（連合団体の場合）
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（労働組合資格審査立証表）

労 働 組 合 資 格 審 査 立 証 表

１ 法第２条関係事項

（下記の各項に該当、非該当又は有無の旨証明すること。）

 ２条但書

イ 雇入、解雇、昇進異動に直接権限を持つ監督的地位にある労働者を

含むか。 （含まない。 ）

ロ 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密事項に接

し、そのため職務上の義務と責任とが組合員としての誠意と責任に直

接抵触する監督的地位にある労働者を含むか。 （含まない。 ）

ハ その他使用者の利益代表者を含むか。 （含まない。 ）

 組合運営のための経費の援助を受けているか。（専従者の給与、就業

時間中の組合活動など。） （受けてない。 ）

 共済事業その他福利事業のみを目的とするか。 （目的としない。 ）

 主として政治運動又は社会運動を目的とするか。（目的としない。 ）

２ 法第５条関係事項（規約に記載すべき事項）

（２項の１号から９号までがそれぞれ規約第○○条に記載されているか

を記入すること。）

１号 名 称 規約第 １条

２号 所 在 地 規約第 ２条

３号 組合員の平等権利 規約第 ８条

４号 組合員の資格権利 規約第 ７条

５号 役 員 の 選 挙 規約第 17、18条

６号 総 会 数 規約第 ３条

７号 会 計 報 告 規約第 34条

８号 同 盟 罷 業 規約第 21条

９号 規 約 改 正 規約第 32条
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（労働組合資格審査調査表）

労 働 組 合 資 格 審 査 調 査 表

組 合 名 ○○労働組合

所 在 地 ○○市○○町○○番○○号

加入上部団体 ○○

法人格の有無 有（無）

結 成 年 月 日 ○○年○○月○○日

組 合 員 ○○名

役 職 氏 名 年齢 事業所における地位及び職務

執 行 委 員 長 ○○ ○○ 00歳 専 従

副執行委員長 ○○ ○○ 00歳 ○○班長

役 員 名 簿 書 記 長 ○○ ○○ 00歳 ○○○○

執 行 委 員 ○○ ○○ 00歳 ○○○○

〃 ○○ ○○ 00歳 ○○○○

〃 ○○ ○○ 00歳 ○○○○

会 計 監 事 ○○ ○○ 00歳 ○○○○

関係事業所名 ○○株式会社

所 在 地 ○○市○○町○○番○○号

代 表 者 名 ○○○○

事 業 種 類 ○○業

従 業 員 数 ○○名

組合員となる資格のある

者のうち未加入者 ○○名

（注）役員名簿には三役、執行委員、会計監事まで記入してください。
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４ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の規定による非組

合員の範囲の認定・告示

地方公営企業等職員の非組合員の範囲については、地方公営企業等の労働

関係に関する法律第５条第２項の規定により地方公営企業等に従事する職員

が結成し、又は加入する労働組合について、労働組合法第２条第１号に規定

する管理、監督的職員いわゆる非組合員の範囲を認定して告示します。

ア 認定手続の開始

認定の手続は、当該職員が勤務する地方公営企業等又は当該職員が結成

し若しくは加入する労働組合からの書面による申出その他の事由に基づ

き、公益委員会議において必要と認めた場合に開始することになっていま

す。

イ 認定手続

労働委員会が認定を行う場合は、地方公営企業等及び組合に必要な資料

の提出を求め、必要と認める方法により事実の調査を行い、調査が終わっ

たときは公益委員会議で認定しなければならないこととされています。

ウ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の認定に必要な関

係書類

(ｱ) 提出書類と部数

提 出 書 類 部数

① 地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の認定

申出書 １

② 地方公営企業等の労働関係に関する法律が適用される企業で

あることの根拠法令（地方公営企業法第２条第３項により設置

されるものにあっては条例又は規約） １

③ 職制表 １

④ 事務の分掌に関する規程（出先機関を含む。） １

⑤ 職員の職の職務権限に関する規程（出先機関を含む。） １

⑥ 認定を希望する非組合員の範囲（勤務箇所及び職名）を示し

た図書 １

⑦ ⑥について労使間に協定があればその協定 １

⑧ 組合規約 １

⑨ 組合組織表 １

（備考）以上のほかに立証資料がありましたら、それを添付してください。
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(ｲ) 主な提出書類の様式と記載例

令和○年○月○日

鹿児島県労働委員会

会長 ○○○○ 殿

所 在 地 鹿児島市○○町○○番地

申 出 者 名 ○○町水道労働組合

代表者職氏名 執行委員長 ○○ ○○

地方公営企業等の労働関係に関する法律

第５条第２項の認定申出書

理 由 労働組合結成による

上記の理由により労働委員会規則第２８条の規定に基づき、別紙立証

書類を添えて申し出ます。

別 紙  地方公営企業等の労働関係に関する法律が適用される企業で

あることの根拠法令（地公企法第２条第３項により設置される

ものにあっては条例又は規約）

 職制表

 事務の分掌に関する規程（出先機関を含む）

 職員の職の職務権限に関する規程（出先機関を含む）

 認定を希望する非組合員の範囲（勤務箇所及び職名）を示し

た図書

  について労使間に協定があればその協定

 組合規約

 組合組織表
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５ 労働協約の地域的拡張適用の決議

一つの地域において従業する同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適

用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立て

により都道府県知事は、当該地域において従事する他の同種の労働者及びそ

の使用者も当該労働協約の適用を受けるべき旨の決定をすることができるこ

とになっています。

この場合、労働委員会の決議が必要となります（労働組合法第18条）。

すなわち、当該労働協約の当事者以外の労働者及び使用者に及ぶものであ

るので、その決定に当たっては、公益委員、労働者委員及び使用者委員の三

者で構成されている民主的な労働問題解決の機関である労働委員会がこれに

関与することとしたものです。
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６ 個別労働関係紛争のあっせん

 個別労働関係紛争のあっせんとは

近年、解雇や労働条件などをめぐって、労働者個人と使用者との間での

紛争が増加傾向にあります。そこで、当委員会では、個々の労働者と使用

者との間における労働条件その他労働関係に関する紛争を「個別労働関係

紛争」として位置付けて、話合いによる解決を援助するためにあっせんを

行っています。

あっせんとは、労働問題に関し経験豊かなあっせん員が、労・使双方の

主張を聴き、問題点を整理のうえ、助言等を行い、歩み寄りによる解決の

援助を行う制度です。

 個別労働関係紛争のあっせん制度

ア あっせんの対象事案等

 あっせんの対象事案

あっせんの対象となるのは、労働条件その他労働関係に関する事

項についての個々の労働者と使用者の間の紛争（個別労働関係紛争）

です。したがって、紛争の当事者双方が労働者であるような場合は、

あっせんの対象にはなりませんが、事業主のために行為する管理監

督の立場にある者と、労働者間の労働問題に関する紛争は、労使紛

争として取り上げる対象になります。

なお、労働者と使用者との間でトラブル（紛争）があることが前

提条件です。労働者又は使用者の主張が相手方に伝えられていない

一方的な不満である場合は対象となりません。

 あっせんの対象者

あっせんの対象者は、県内に所在する事業所に雇用されているか、

又は雇用されていた個々の労働者（※）と、県内に所在する事業所の

使用者です。

（※ 個々の労働者には、「労働組合」、「労働者の家族」、「労働者が

死亡した場合の相続人」等は含まれません。）

イ あっせん申請等の手続

 申請

あっせんを希望する場合は、あっせん申請書に必要事項を記載して

労働委員会に提出する必要があります。申請は、中小企業労働相談所

（資料「関係機関一覧表」(66頁)参照）を経由して行うこともできま
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す。

あっせん申請は、労働者側、使用者側のどちらからでもできます。

 事務局調査

あっせん申請があった時は、当委員会事務局の担当職員が、紛争当

事者双方に対し速やかに聞き取りを行うなどして、紛争の実態を調査

することにしています。

ウ あっせん

 あっせん員

あっせん員は、「鹿児島県労働委員会あっせん員候補者名簿」に登

載されている者の中から、会長が指名します。

あっせん員は原則として、公益、労働者、使用者の各側からそれ

ぞれ指名されます。

 あっせんの場所

あっせんは、原則として当委員会事務局（審問調整室）内で行うこ

ととしています。

ただし、あっせん員が適当と認める時は、紛争当事者の現地におい

て行うことができます。

 あっせんの実施

迅速な処理を図るため、あっせんの実施回数は１～２回程度とし、

早期の終結を目指しています。また、あっせんは非公開で行われ、

秘密は厳守されます。

 あっせんの終結

（解決）

あっせんにより、労・使双方に歩み寄りがみられ、あっせん員が提

示した「あっせん案」を双方が受諾するなどして合意が図られた場合

には、解決したものとして事件は終結します。

（打切り）

紛争当事者の主張の隔たりが大きく、妥協点を見出すことができな

い場合など、あっせんを継続しても解決の見込みがないときや、当事

者の一方があっせんに応じないときには、あっせん員は打切りの理由

を明らかにし、あっせんを打ち切ることとします。

（取下げ）

あっせん申請者は、いつでも当該申請を取り下げることができます。

申請の取下げは、あっせん申請取下書を提出する方法で行います。



- 63 -

 個 別 労 働 関 係 紛 争 あ っ せ ん の 手 順

（ あ っ せ ん を 行 わ な い 事 例 ）
裁 判 所 で 係 争 中 の 紛 争 、 他 の 機 関 で あ っ せ ん 等 が 行 わ れ て い
る 紛 争 等
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 提出書類の様式 〈記載例〉
様式第１号（第３条関係）

令和○年○月○日

鹿児島県労働委員会

会長 殿

申請者 住 所 鹿児島市○○町△△－□
氏 名 労働一男
又は名称

個 別 労 働 関 係 紛 争 あ っ せ ん 申 請 書
次のとおり、個別労働関係紛争に係るあっせんを申請します。

１ 使 事業所の所在地 〒89△－○○○○ 鹿児島市○○△丁目□ー□
事業所の名称 ○○株式会社 電話番号 099－△△△－○○○○

当 用 代表者職氏名 代表取締役社長 桜島一郎
ふりがな さくらじまいちろう

従業員数 ２０名

者 労働組合の有無及び名称 有 ・ 無 （ ）

事

労 氏名 労働 一男 連絡先電話番号 099－○○○－△△△△
ふりがな ろうどう かずお

住所 〒89□－△△△△ 鹿児島市○○町△△ー□
者 働 役職名 主任 雇用形態：正社員・パート・派遣社員・その他（ ）

採用年月日 Ｈ12年 ４月 １日 （勤務年数 ２０ 年）

者 生年月日 Ｓ40年 ８月 １日

２ 事業の種類 機械製造業

３ 関係事業所の名称及び所在地

○○株式会社△△工場 鹿児島市○○町□□番

４ あっせんを希望する事項（簡潔、明瞭に記載してください）

解雇撤回(いきなり解雇だと言われた)

５ 当事者の主張の要旨

 労働者側の主張

解雇だと言われたが、その理由も心当たりがないので、撤回してもらいた
い。

 使用者側の主張

解雇を撤回するつもりはない。

６ 申請に至るまでの経過の概要など

社長と話し合いを６月３日と６月10日に行ったが進展がなかった。

７ その他参考事項

(注) 各欄に書ききれない場合は、別紙に記載してください。

〈申請書の様式は、ホームページからもダウンロードできます。〉
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様式第４号（第13条関係）

令和 年 月 日

鹿児島県労働委員会

会長 殿

申請者 住 所

氏 名

又は名称

個別労働関係紛争あっせん申請取下書

令和 年 月 日付けで提出しましたあっせん申請を、次の理由により取下げ

ます。

記

（理 由）

(注) 自主的に解決した場合は解決内容を、未解決のまま他の手段等に移行する場合

にはその手段等を、簡潔に記載してください。
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＜資料＞ 関 係 機 関 一 覧 表

名 称 所 在 地 電 話

中央労働委員会 〒105-0011 (03)5403-2111

東京都港区芝公園１－５－３２

県雇用労政課 〒890-8577 (099)286-3017

鹿児島市鴨池新町１０－１

鹿児島中小企業労働相談所 〒892-8520 (099)805-7203

鹿児島市小川町３－５６

鹿児島地域振興局

総務企画課総務労政係

南薩中小企業労働相談所 〒897-0031 (0993)52-1305

南さつま市加世田東本町８－１３

南薩地域振興局

総務企画課総務労政係

北薩中小企業労働相談所 〒895-8501 (0996)25-5106

薩摩川内市神田町１－２２

北薩地域振興局

総務企画課総務労政係

姶良・伊佐中小企業労働相談所 〒899-5212 (0995)63-8106

姶良市加治木町諏訪町１２

姶良・伊佐地域振興局

総務企画課総務労政係

大隅中小企業労働相談所 〒893-0011 (0994)52-2083

鹿屋市打馬２－１６－６

大隅地域振興局

総務企画課総務労政係

熊毛中小企業労働相談所 〒891-3192 (0997)22-0001

西之表市西之表７５９０

熊毛支庁

総務企画課総務労政係

大島中小企業労働相談所 〒894-8501 (0997)57-7212

奄美市名瀬永田町１７－３

大島支庁

総務企画課総務労政係
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鹿 児 島 県 労 働 委 員 会 事 務 局

※直 通 (０９９)２８６－３９４３(総 務 係)

(０９９)２８６－３９５３(審査調整担当)

ＦＡＸ (０９９)２８６－５６５３

※代 表 (０９９)２８６－２１１１

ホームページアドレス

https://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo

/rodo/rodoiinkai/index.html

※ 「鹿児島県労働委員会」でも検索できます

８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０－１

（県庁行政庁舎１５階）

↑至天保山 垂水フェリー

鹿児島県庁
鴨池 議会庁舎 行政庁舎 警察庁舎

野球場 今村総合病院

バス停

バス停

225
医師会病院

鴨池電停

至産業道路

郡元電停

令和８年４月発行

https://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo

